
勧誘方針

内部通報制度

腐敗防止に係る取り組み

　当社は、コンプライアンス違反の発生およびその拡大の未然防止または早期解決を目的として、法令また
は社内規則の違反が生じた場合に当社グループ社員等が行うべき報告ルールを定めるとともに、社内外に「内
部通報窓口」を設置し、内部通報に関する適切な体制を整備しています。

　当社は、公正な事業慣行を推進し、贈収賄などの腐敗行為や疑いをかけられるような行為を防止するた
め、必要な体制や各種ルールを定め、取り組んでいます。

　当社は、「いつでもそばにいる。どこにいても支える。すべての人生を、守り続けたい。」という経営理念の
もと、常にお客さま一人ひとりの立場に立って、分かりやすい商品と質の高いサービスを提供します。
　また、商品の販売にあたっては、法令および社会規範などを遵守した適正な販売を行います。

エリア本部（13カ所）
エリア本部長

支店（82カ所）
支店長

本社
（サービスセンター等を含む）

部長等

エリアコンプライアンス室（13室）
コンプライアンス・オフィサー
（エリアコンプライアンス室長）

コンプライアンス責任者

内
部
監
査内

部
監
査
部

監査委員会

コンプライアンス統括部担当執行役

経営会議

コンプライアンス委員会

法令等遵守態勢強化に関する諮問会議

代表執行役社長

取　締　役　会

（社外有識者等をメンバーとする会議）

日本郵便株式会社
本社

支社

郵便局

内部
監査部
担当
執行役

　コンプライアンス統括部
コンプライアンス・オフィサー（コンプライアンス統括部長）

コンプライアンス推進態勢図

https://www.jp-life.japanpost.jp/policy/pcy_sol_index.html
 株式会社かんぽ生命保険の勧誘方針
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　当社は、保険業法および金融商品取引法などを踏まえ、お客さまとの取引に伴う利益相反によりお客さまの
利益を不当に害することのないよう「利益相反管理規程」を定め、法令および当社規程等を遵守し、適切に業
務を管理・遂行しています。
　また、日本郵政グループにおいても、「日本郵政グループにおける利益相反管理方針」を公表し、この方針に
基づいて、グループ全体でお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反取引を管理することと
しています。

https://www.jp-life.japanpost.jp/policy/pcy_cfl_index.html
 日本郵政グループにおける利益相反管理方針

https://www.jp-life.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_statement.html
 プライバシーポリシー

　当社は、個人情報保護に関する社会的要請の重要性を十分認識し、個人情報保護に関係する諸法令などに基
づき、個人情報を適切に保護するための取り組みを推進しています。
　個人データの安全管理を図るための内部管理体制として、会社全体の個人情報の保護に関する事務を統括
する個人情報保護統括責任者のほか、各部署に個人情報の保護に関する事務を管理する者を配置し、個人情
報の適切な保護と取り扱いを行っています。

簡易生命保険契約に係る個人情報の承継について
　民営化時点で日本郵政公社が保有していた簡易生命保険契約に係る契約者さま、被保険者さまなど（以下、
本項で「お客さま」といいます。）の個人情報に関しましては、郵政民営化法に基づき政府の認可を受けた「日
本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画」により、郵政管理・支援機構および当社が日本郵政公社から承
継する業務・機能に必要な範囲内において承継させていただいています。
　当社が承継により取得したお客さまの個人情報（入院履歴などの保健医療に関する情報を含みます。）に関し
ましては、従来と同様に生命保険の業務の適切な運営を確保するため、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ
利用させていただきます。

https://www.jp-life.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_object.html
 日本郵政公社から承継した個人情報の利用目的

かんぽ生命の現状201962

利益相反の管理

個人情報保護の取り組み
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　当社は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に則して策定し
た「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る方針」に基づき、当社グループおよび代理店におけ
るマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下、「マネロン等」といいます。）のリスクを適切に低減す
るための取り組みを推進しています。
　当社グループおよび代理店の商品・サービスの提供等がマネロン等に悪用されることを防止する観点から、
事業の特性および代理店の状況ならびに法令等を踏まえて、リスクを特定・評価し、これを実効的に低減する
ため、当該リスクに見合った適切な対策を講じています。
　また、経営陣が主体的かつ積極的にマネロン等対策に取り組むとともに、マネロン等対策に係る統括責任者
をコンプライアンス統括部担当執行役とするなど、マネロン等対策に関わる役員および社員の役割および責任
を明確にしています。

　「内部統制システムの構築に係る基本方針」にお
いて、平素から警察などの外部専門機関と連携を
とりながら不当要求などには毅然と対応するなど、
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反
社会的勢力との関係を遮断し排除することを定め
ています。これに基づき、反社会的勢力との関係

を遮断するための態勢および組織としての対応に
関する基本的事項を定めた「反社会的勢力対応規
程」ならびに具体的な業務遂行などのための「反
社会的勢力対応細則」、「反社会的勢力対応手続」
および「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、
全社員に徹底させています。

　反社会的勢力への対応態勢として、代表執行役
社長を最高責任者、総務部担当執行役を反社会的
勢力対応統括責任者、本社総務部長、エリア本部
長、支店長などを反社会的勢力対応責任者とし、
反社会的勢力との関係遮断を目的とした、適切な
対応態勢を整備しています。また、「コンプライア
ンス委員会」および「反社会的勢力対応協議会」
において全社的な協議を行っています。

　さらに、反社会的勢力との関係を遮断するため
の具体的な対応策として、2012年4月に保険約款
に暴力団排除条項を導入したほか、保有する全保
険契約に対する反社チェック、各種契約書への暴
力団排除条項導入、不当要求防止責任者講習の受
講促進、警察・弁護士等外部機関との連携強化、
会議・研修・情報誌を通じた指導などを実施して
います。

　当社は、反社会的勢力との関係遮断の徹底を、お客さまの信頼を維持し健全な経営を実現するための重要事
項であり、企業としての社会的責任であると認識しています。
　また、反社会的勢力との関係を遮断し排除するため、取締役会が定める「内部統制システムの構築に係る基
本方針」に基づき、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定め、反社会的勢力に対応しています。

https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/company/governance/abt_cmp_antisocial.html
 反社会的勢力への対応に関する基本方針

反社会的勢力への対応に関する規程等

反社会的勢力への対応態勢
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反社会的勢力への対応

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への取り組み
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　当社では、「リスク管理基本方針」に基づき、リ
スク管理に関する規程を整備するとともに、リス
ク管理統括部担当執行役を委員長とするリスク管
理委員会を設置し、定期的に開催しています。
　リスク管理委員会では、リスク管理に関する方
針、リスク管理体制の整備および運営に関する事
項ならびにリスク管理の実施に関する事項の協議
を行うとともに、各種リスクの状況などについて
把握および分析することにより適切なリスク管理
を行い、リスク管理統括部担当執行役は、重要な
事項を経営会議に付議または報告しています。
　さらに、リスク管理統括部担当執行役は、当社
のリスク管理を統括し、経営を取り巻く環境、リ
スク管理の状況の変化に応じ、リスク管理態勢の
構築、検証および整備をしています。リスク管理
統括部は、リスク管理総括担当として、リスク管
理統括部担当執行役の指示のもと、リスク管理態
勢の構築、検証および整備に係る業務を遂行する
とともに、リスク区分ごとのリスク管理を行う部
署（以下、「リスク管理担当」といいます。）におけ
る管理状況を把握し、分析・管理を行うことによ
り、定期的にリスク管理の状況を検証しています。

　また、各リスク管理担当の担当執行役は、リス
クの所在、種類および特性ならびにリスク管理基
本方針に定めるリスク管理の方法および態勢を把
握したうえで、それぞれの担当するリスクの管理
体制を整備・運営しており、各リスク管理担当
は、業務執行担当である業務を執行する本社各
部、支店などとの相互牽制のもと、リスク管理基
準に従い、適切にモニタリング機能を発揮し、担
当するリスクを管理することとしています。なお、
資産運用リスクとオペレーショナルリスクのリス
ク区分については、細目を構成するリスク区分が
複数にわたるため、細目のリスク区分のリスク管
理担当と併せて、リスク管理統括部が総合的な管
理を行っています。
　リスク管理体制については、内部監査部が内部
監査を実施し、その適切性・有効性をチェックす
ることにより、リスク管理体制の強化を図ってい
ます。
　なお、当社がリスク管理を行うにあたっては、
日本郵政株式会社および当社の子会社であるかん
ぽシステムソリューションズ株式会社のリスク管
理部門と連携して取り組んでいます。

　経済情勢、人口構成など、生命保険事業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。生命保険会社とし
て、お客さまの大切な資金をお預かりし、万一の時の生活保障手段を提供するためには、将来にわたり財務
の安定性と業務の健全性を確保することが必要です。特に、当社は、郵便局のネットワークを通じて、養老
保険・終身保険を安定的に提供するユニバーサルサービスの一端を担う社会的使命を有しており、適切なリ
スク管理を行うことが極めて重要です。
　当社では、リスクテイクの戦略として、「リスク選好ステートメント」を定めています。また、さまざまな
リスク特性に応じた、実効性のあるリスク管理を行うことを経営上の重要課題として認識し、リスク管理に
ついての基本原則、管理態勢、管理方法などの基本的事項を「リスク管理基本方針」に定め、これに基づき
リスク管理を実施しています。当社のリスク管理は、不測の損失を回避するとともに、経営戦略に基づき、
財務健全性を維持しながら、資本効率の向上、リスク対比のリターン向上を図ることを基本原則とし、統合
的リスク管理およびリスク区分別の管理を行う態勢としています。

リスク管理体制の概要

かんぽ生命の現状201964

リスク管理体制

コーポレートガバナンス
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　当社では、会社が直面するリスクに関して、潜
在的に重要なリスクを含めて総体的に捉え、会社
全体の自己資本などと比較・対照し、事業全体と
してリスクを管理しています。
　生命保険事業の特質を踏まえて、財務の健全性
を確保しつつ、資本効率の向上を図るために、保
険会社に適用される現行のソルベンシー・マージ

ン規制を遵守するとともに、経済価値に基づくリ
スク量と資本量とを対比することにより、会社全
体のリスクを管理することを基本原則としていま
す。
　さらに、経営計画へのERMの活用など、ERM態
勢の高度化を進めており、安定的な利益の確保、
持続的な企業価値の向上を目指します。

　当社では、低頻度ではあるものの、一定の発生
の蓋然性があり、発生すると当社に甚大な影響を
及ぼす事象の影響を把握するため、定期的にスト
レステストを実施しています。
　ストレスシナリオの設定にあたっては、
・�当社のリスクプロファイルの状況を踏まえ、当

社に重大な影響を及ぼしうるリスク区分を網羅
すること

・�過去に発生したヒストリカルシナリオのみなら
ず、今後発生する可能性のあるフォワードルッ
キングな仮想シナリオを想定すること

・�複合的（包括的）なストレスシナリオ下におけ
る当社への影響を把握すること

を考慮し、具体的には、4つのメインシナリオ（金
利上昇、金利低下、巨大地震発生、新型インフル
エンザの大流行）にサブシナリオ（金融市場の混
乱、大量解約など）を複合させています。
　ストレスシナリオでの損失状況や健全性に与え
る影響を分析し、その結果を定期的にリスク管理
委員会および経営会議に報告し、経営に活用して
います。

各リスク管理担当の担当執行役

内
部
監
査
部

監査委員会

リスク管理統括部担当執行役

【リスク管理総括担当】リスク管理統括部

【リスク管理担当】リスク区分ごとに担当部署を設定

【業務執行担当】業務の執行を担当する本社各部、支店等

経営会議

リスク管理委員会

代表執行役社長

取　締　役　会

内部
監査部
担当
執行役

資産運用リスク

信用
リスク

不動産
投資
リスク

市場
リスク

資金
繰り
リスク

市場
流動性
リスク 事務

リスク
法務
リスク

人的
リスク

風評
リスク

有形
資産
リスク

外部
委託
リスク

システム
リスク

オペレーショナルリスク
保険引受
リスク

リスク管理統括部

総務部運用
審査部

資金
会計部

リスク
管理
統括部

事務
企画部

文書
法務部 人事部 広報部

総務部
不動産
企画室

総務部システム
管理部

リスク管理統括部
主計部
企画室

内
部
監
査

統合的リスク管理（ERM：エンタープライズ・リスク・マネジメント） 

ストレステストの実施

リスク管理体制図
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　当社では、管理するリスクを次のとおり分類・定義し、リスク特性に応じた管理態勢や規程などを整備
し、適切にリスク管理を実施しています。

保険引受リスク 経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動することにより、損失を
被るリスク

資産運用リスク 保有する資産・負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し、損失を被るリスク

市場リスク
金利、為替、株式などのさまざまな市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産お
よび負債（オフ・バランスを含む。）の価値が変動し損失を被るリスクならびに資産および負債
から生み出される収益が変動し損失を被るリスク

信用リスク 信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産（オフ・バランス資産を含む。）の価値が減少な
いし消失し、損失を被るリスク

不動産投資リスク 賃貸料などの変動などを要因として不動産に係る収益が減少する、または市況の変化などを要
因として不動産価格自体が減少し、損失を被るリスク

資金繰りリスク
財務内容の悪化などによる新契約の減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う
解約返戻金支出の増加、巨大災害での資金流出により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よ
りも著しく低い価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク

市場流動性リスク 市場の混乱などにより市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での
取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク

オペレーショナルリスク 業務の過程、役員・社員などの活動もしくはシステムが不適切であることまたは外生的な事象
により損失を被るリスク

事務リスク 役員・社員などが正確な事務を怠ること、あるいは事故・不正などを起こすことにより損失を
被るリスク

システムリスク
1） �コンピュータシステムのダウンまたは誤作動など、システムの不備などに伴い損失を被る

リスク
2） コンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスク
3） コンピュータシステム開発の遅延などにより損失を被るリスク

法務リスク 事業活動に関連して、法的紛争が発生すること、または法令などの新設・変更に適切に対応し
ないことにより、損失を被るリスク

人的リスク 人事運営上の不公平・不公正、差別的行為などから損失を被るリスク

風評リスク
会社などに関する噂や憶測、評判などのあいまいな情報や、事故および不祥事などの発生に伴
う誤解、誤認、誇大解釈などが、保険契約者、マスコミなどに広がることにより、損失を被る
リスク

有形資産リスク 有形資産が災害その他の事象から毀損を受けることにより損失を被るリスク

外部委託リスク 外部へ委託する業務において、委託先（再委託先を含む。）による委託契約の不履行、不法行為
などにより損失を被るリスク

リスク区分別の管理

かんぽ生命の現状201966
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　生命保険契約に基づき、お客さまからお預かり
した資金は、将来の保険金等のお支払いに備え、
大切に運用する必要があります。
　このような観点から、当社では、健全な経営を
維持し、お客さまに安心して当社をご利用いただ
けるよう、長期・固定金利という負債特性に応じ、
公社債、貸付などの円金利資産への投融資によ
り、安定的な運用を行うことを基本とし、資産運用
リスクの許容可能な範囲で運用資産の多様化を進
めることにより、収益性の向上を目指しています。

　資産運用リスク管理担当であるリスク管理統括
部、運用審査部および総務部においては、業務を
執行する本社各部との相互牽制のもと、資産運用
リスクをモニタリングし、適切な管理を行ってい
ます。加えて、リスク管理統括部が、資産運用リ
スクの総合的な管理を実施し、運用審査部および
総務部と連携を図りつつ、適切に資産運用リスク
を管理しています。また、多様化する運用資産の
リスク特性に応じた適切なリスク管理態勢の整備
を図っています。

　生命保険事業を運営するためには、保険金等の
お支払いをはじめ、資金の運用を行うなど、お客
さまや取引先との資金の受け払いが必要となりま
すが、受け払いの際、資金決済に支障が生じれ
ば、関係者の方々にご迷惑をおかけするばかりで
なく、会社運営そのものが行えなくなる事態につ
ながることとなります。
　このような観点から、当社では、資金繰りに支
障をきたすことがないよう、日々の保険料・保険

金等の入出金情報を把握し、確実に資金管理を
行っています。
　資金繰りリスク管理担当である資金会計部にお
いては、資金繰り状況の逼迫度に応じた区分を定
義し、それぞれの区分ごとにリスク管理基準を設
け、管理・検証することにより適切に資金繰りリ
スクを管理しています。また、大量解約の発生を
想定した資金繰りリスクに係るストレステストを
実施し、資金繰り対応の改善を図っています。

　生命保険契約は、お客さまが抱える死亡、病
気、ケガなどのリスクを長期間にわたり保障する
契約です。このため、保険引受時に今後、どのよ
うなリスクの発生が予想されるのか、的確に把
握・分析し、適切に保険料に反映させる必要があ
ります。
　このような観点から、当社では、保険料率の設
定の検証および保険事故発生状況の把握・分析な
どを行っています。
　保険引受リスク管理担当である主計部企画室に
おいては、保険引受リスク量の計測、販売商品の

商品別収益性評価および医学上の引受基準の適正
性の検証などを行うことにより、適切に保険引受
リスクを管理しています。
　また、当社では、保険引受リスクの管理上必要
な場合に、再保険会社の財務内容などについて十
分な検討を行ったうえで出再を行っています。一
方、再保険を引き受ける際には、必要な情報を入
手し、収益性やリスクの特性などを踏まえ、保険
引受リスクが経営に支障ない範囲内であるかを検
証したうえで、引き受けを行っています。

　当社では、リスク区分ごとにリスク管理担当を定め、リスク管理を行っています。リスク管理統括部はこ
れを総括し、リスク管理担当からの報告を踏まえ、そのリスク管理状況などを把握し、分析・管理を行い、
定期的にリスク管理委員会に報告を行っています。
　リスク区分別の管理の内容は、次のとおりです。

保険引受リスク

資産運用リスク

資金繰りリスク
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　お客さまからお預かりした資金によって投資を
行った資産を売却する場合がありますが、この際
に市場の混乱などにより市場において取引ができ
なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取
引を余儀なくされることにより損失を被る可能性
があります。
　このような観点から、当社では、流動性の高い

資産を中心とした運用を行っています。
　市場流動性リスク管理担当であるリスク管理統
括部においては、流動性の低い有価証券などの保
有を制限する管理基準を設けるなど、管理・検証
することにより、適切に市場流動性リスクを管理
しています。

　事務の取扱上の事故などが発生するとお客さま
に多大なご迷惑をおかけするとともに、当社への
信用を失うことにもなります。このため、当社で
は、本社、支店などの各組織において、過去に起
きた事務事故および今後起こり得る可能性のある
事務事故などを自律的に把握・管理し、迅速かつ
正確に事務処理できるよう規程・基準などを策

定・整備するとともに、社員に対する指導・教育
を行っています。
　事務リスク管理担当である事務企画部において
は、各組織によるリスク管理が適切に実施されて
いるかを評価・検証し、事務リスクの抑制・極小
化に取り組んでいます。

1） 事務リスク

　当社では、役員・社員などが、お客さまへのご
迷惑や会社損失などにつながるオペレーショナル
リスクの未然防止と顕在化時の適切な対応に努め
ています。オペレーショナルリスクの細目のリス
ク区分ごとに、リスク管理担当を定めて、会社全
体のオペレーショナルリスクの所在・規模・性質

を特定、評価し、重要度に応じた管理を行い、オ
ペレーショナルリスクの顕在化を抑制するととも
に、顕在化時の損失の最小化を図っています。ま
た、リスク管理統括部では、各リスク管理担当と
連携を図りつつ、オペレーショナルリスクの総合
的な管理を行っています。

　事務の取り扱いの広範な部分を情報システムに
依存している現状においては、システムダウンな
どの大きな障害が発生した場合やシステム開発が
遅延した場合などには、お客さまに多大なご迷惑
をおかけするとともに、当社への信用を失うこと
にもなります。このため、システムリスク管理担
当であるシステム管理部においては、情報システ
ムを所管する部署によるリスク管理が適切に実施
されているかを検証、統制することにより、シス
テムリスクの軽減を図っています。

　なお、重大な障害が発生した場合の対応とし
て、マニュアルの策定などにより、迅速な対応を
行うことができる態勢を整備するとともに、当社
のメインシステムであるかんぽ総合情報システム
について、メインコンピュータセンターのシステ
ムダウンなどに対応するために、バックアップセ
ンターを設置しています。また、万一、システム
障害などが発生した場合には、お客さまへの影響
を調査し、原因分析などを行い、適切な対応策を
実施することにより、再発防止に努めています。

2） システムリスク

　その他オペレーショナルリスクの細目のリスク
区分として、法務リスク、人的リスク、風評リス
ク、有形資産リスク、外部委託リスクを設け、各

リスク区分のリスク管理担当を定めて、リスク管
理に係る諸活動や態勢の充実に向けた取り組みを
行っています。

3) その他オペレーショナルリスク

市場流動性リスク

オペレーショナルリスク

かんぽ生命の現状201968
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　当社は、「いつでもそばにいる。どこにいても支える。すべての人生を、守り続けたい。」との経営理念のもと、
全国津々浦々の郵便局を通じて簡易で小口な生命保険を2,648万人（注）のお客さまにご利用いただいています。
　当社では、それら2,648万人のお客さま一人ひとりの最善の利益を追求するため、お客さま本位の業務運営として
当社の目指すべき姿と、それを確実に実現するための態勢面、業務運営面での方策を、「お客さま本位の業務運営に
関する基本方針」として2017年4月7日に策定・公表しました。
　この「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づき、全社を挙げてお客さま本位の業務運営のさらなる
改善・高度化に向けて取り組んでまいります。

（注）	「お客さま数」は、契約者および被保険者を合わせた人数です（個人保険および個人年金保険を含み、当社が受再している簡易生命保険契約を含み
ます。）。

　当社は、ステークホルダーの皆さまとの対話を通じて、当社への要請や期待を的確に把握し、それらに応えてい
くことが、企業価値向上に不可欠であると認識し、経営方針においても「すべてのステークホルダーと密接なコミュ
ニケーションを図ります。」と宣言しています。ステークホルダーの皆さまからの声を経営改善に活かすとともに、適
切な協働・持続的な共生を目指しています。

コミュニケーション手段
● コールセンター
● お客さま満足度調査
● Ｗｅｂサイト

コミュニケーション手段
● ラジオ体操行事
● ボランティア活動

コミュニケーション手段
● 株主総会
● ＩＲ
● 統合報告書

コミュニケーション手段
● ES（社員満足度）調査
● 社内報
● 研修

 P.70

 P.40

 P.71

 P.34

株主・
投資家

お客さま

従業員地域・社会

かんぽ
生命

かんぽ生命を支えるステークホルダー

https://www.jp-life.japanpost.jp/aboutus/company/abt_cmp_fiduciary.html
 お客さま本位の業務運営に関する基本方針
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　当社は、「お客さまの声」を貴重な「財産」であると認識しており、お客さまとの対話を重視して、お客さまにとっ
ての新しい利便性を絶え間なく創造し、質の高いサービスを追求し続ける体制を整え、「お客さまの声」をもとにサー
ビスを日々見直し、お客さま満足の向上に取り組み続けることが、経営改善の基本と考えています。

● �調査実施時期：2018年9～10月
● �調査対象：新規加入、保全手続、保険金請求（満期・入院・死亡など）を行って

いただいたお客さま
● �アンケート送付数：41,736件
● �回収数：13,245件

2018年度
お客さま

満足度調査
概要

　当社の総合的な満足度は、8割を超えるお客さまから、満足（「満足」「やや
満足」の合計）と評価をいただきました。今後もより多くのお客さまから、高
い評価をいただけるよう、お客さまサービスの向上に努めてまいります。

　かんぽ生命保険にご加入いただいているお客さまから直接ご意見を伺い、今後のより良い保険サービスのご提供
に活かしていくことを目的に、「お客さま満足度調査」を実施しています。

2018年度 お客さま満足度調査結果

お客さま満足度調査

満足・やや満足

82%

どちらとも
いえない

不満・やや不満
2%

16%

「お客さまの声」の受けとめ・集約 サービス改善・商品開発の検討・決定

お客さまサービス向上会議

お客さまサービス向上委員会

商品開発委員会経
営
層
・
本
社
各
部
門

事務・システム
改革委員会

コンプライアンス
委員会

お
客
さ
ま

お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
統
括
部

代
表
執
行
役
社
長
・
経
営
会
議

郵便局 [日本郵便株式会社]
（約２万局）

かんぽコールセンター

全国５カ所のお客さま相談室
（仙台・東京・岐阜・京都・福岡）

全国８２カ所の支店

かんぽ生命Ｗｅｂサイト

株式会社ゆうちょ銀行　ほか
日本郵政グループ各社

「お客さまの声」
の報告

専門的見地、
契約者視点のご意見

「お客さまの声」の報告

サービス改善・新商品のご提供

サービス改善・
商品開発の提起

「お客さまの声」
の情報共有

 「お客さまの声」を経営改善に活かす態勢

　「お客さまの声」をもとに、商品・サービスの開発、改善を行うことはもとより、「お客さまの声」を役員はじめ、
社員一人ひとりが真摯に受けとめ、行動していくことにより、お客さま本位の経営に取り組んでまいります。
　当社は、郵便局やかんぽコールセンター等を通じて2018年度は約117万件の「お客さまの声」をお寄せいただい
ており、いただいた声は、当社お客さまサービス統括部に集約され、一元管理のもとで分析し、サービスの改善、
商品開発につなげることで、お客さまにご満足いただけるサービスのご提供を目指します。
　また、社外の有識者の方を委員とする「お客さまサービス向上会議」を開催し、お客さま満足の向上に向けたご意
見をいただいています。

お客さまの声を経営に活かす取り組み

お客さまとの対話
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ステークホルダーとの対話

コーポレートガバナンス

010_0138485681907.indd   70 2019/07/01   17:22:19



　当社は、上場企業としての説明責任を果たし、株主・投資家等の信頼を確保するため、正確かつ公平に情報を開
示することを基本方針とするディスクロージャーポリシーを策定し、その実現に努めています。

ＩＲの実施状況

国内外機関投資家IR

法定開示・適時開示

個人投資家IR

Webサイト・IRサイト

　四半期ごとの決算発表後、機関投資家やアナリス
ト向けに決算説明会や電話会議等を開催し、経営陣
が経営戦略・財務状況等についての説明を実施して
います。また、証券会社主催の機関投資家向けカン
ファレンス等にも参加しています。

　決算短信等の決算情報やＩＲ資料、その他の法令等
に基づく適時開示資料、有価証券報告書および四半
期報告書等について、適時・適切な開示を行う体制
を構築しています。

　当社Webサイトに個人投資家向けのページ（IRサ
イト）を設け、投資家向けの会社情報をタイムリーに
掲載しているほか、個人投資家の皆さまを対象とした
会社説明会を年間を通じて実施しています。

　正確かつ公平に情報を開示することを基本方針とす
るディスクロージャーポリシーを掲載するほか、関係
法令等に基づく情報開示に加え、財務・非財務情報
について積極的に情報発信を行っています。

決算説明会の模様① 決算説明会の模様②

第１四半期
４月 ６月５月

株主総会期末決算発表

第４四半期
１月 ３月２月

四半期決算発表海外IR

第２四半期
７月 ９月８月

四半期決算発表海外IR

第３四半期
10月 12月11月

四半期決算発表
国内IR

株主・投資家との対話
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株主総会

適切な情報開示

　第13回定時株主総会の開催にあたっては、株主の皆さまの利便性向上とコミュニケーションの充実に取り組みま
した。
　株主総会招集ご通知については、株主の皆さまに議案を十分ご検討いただけるよう早期発送・開示に努めまし
た。また、インターネットでの議決権行使を可能にしているほか、東京証券取引所が推奨する機関投資家向け議決
権電子行使プラットフォームに参加するなど、議決権行使環境の整備にも取り組みました。
　事業報告では、映像を活用して説明を行い、株主の皆さまに分かりやすくご理解いただけるよう努めたほか、当
社の資産運用戦略・新商品の収益性などについての株主の皆さまとの質疑応答を通じて、双方向のコミュニケーシ
ョンの充実を図りました。
　株主総会終了後は、株主の皆さまへの情報提供充実の一環として、株主通信の発行のほか、議決権行使結果な
どを当社Webサイトにて速やかに公開しています。

　当社の経営内容等について、ステークホルダーの皆さまにご理解を一層深めていただくため、統合報告書やＷｅｂ
サイトなどを通じて、積極的な情報開示に努めています。

決算などの財務情報、商品・サービスなどの紹介など、
幅広い情報をご案内し、即時・公平・迅速な開示を行っ
ています。

Ｗｅｂサイト（和文・英文）統合報告書（和文）
アニュアル・レポート（英文）

情報開示
の具体例
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ディスクロージャー誌
かんぽ生命の現状2019

統合報告書
（2018.4.1―2019.3.31）
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 �https://www.jp-life.japanpost.jp/（日本語）
 �https://www.jp-life.japanpost.jp/english/index.html 
（英語）

開催日 2019年6月17日

239人来場株主数所要時間 1時間31分

2019年5月30日招集通知発送日

かんぽ生命の現状201972

ステークホルダーとの対話

コーポレートガバナンス
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